
令和７年12月の

サービス提供

令和７年度中（R8.3.31ま
で）に賃上げを実施及び

実績報告

【パターン①】

３月下旬に補助金支払

【パターン②】

６月下旬に補助金支払

【パターン③】

１月～３月に新規開設又は令和７年12月がやむ
を得ない事情により報酬が他の平常月と比較し

て著しく低い事業者

６月下旬に補助金支払

（留意事項）

・いずれのパターンを選択しても、補助金の支払時期に差があるのみで、パターンの違いによる事業者の算定額への影響はありま
せん。

・実績報告書の提出時点で本補助金の要件（賃上げ実施等）を満たしていない場合、既に交付を受けた補助金は返還となります。

【参考】パターン選択フローチャート
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